別紙様式
平成２３年度当初予算　　　支出科目　款：民生費　項：児童福祉費　目：家庭児童福祉費
	事業名:放課後児童クラブ施設整備費補助金


（この事業に対するご質問・ご意見はこちらにお寄せください）　
　　　　　　　　　健康福祉部　子ども家庭課　子育て支援担当　電話番号：058-272-1111（内2635）

　　　　E-mail：c11217@pref.gifu.lg.jp
	事業費


　要求額：48,874千円（前年度予算額：2,678千円）

	事業内容


	１　事業の内容


　児童の健全育成・安全確保を図るとともに、保護者の仕事と子育ての両立を支援するため、放課後児童クラブ(*)の新規開設等に向けた施設整備に対して補助を行う。
（１）児童厚生施設等整備費［補助率：国1/3、県1/3、市町村1/3］
　　①創設　基準額21,504千円／クラブ
放課後児童クラブ室の創設に必要な工事等　

（２）放課後子ども環境整備事業［補助率：国1/3、県1/3、市町村1/3］
①備品購入　基準額1,000千円／クラブ
        新規開設に向けた設備の整備（上記（１）－①を除く）及び既存クラブにおけ
る設備の更新等に必要な整備等
 (*)放課後児童クラブ…保護者が仕事等の事情で家庭にいない放課後や土曜日、
夏休みなどに小学生が過ごす生活の場。学校の空き教室などで開設しており、
県内に341か所（平成22年5月1日現在）ある。
	２　所要経費


（１）児童厚生施設等整備費(43,008)

①創設　43,008
（２）放課後子ども環境整備事業(5,866)
①備品購入　5,866
	これまでの取組と成果


	１　長期構想上の位置付け


Ⅴ ふるさと岐阜県を未来につなぐ人づくり
　　１　子どもを生み育てやすい地域をつくる
安心して子育てのできる地域をつくるために

（３）子どもの居場所づくりを充実する

　　◆市町村などが実施する放課後児童クラブの全小学校区での設置及び放課後子ども教室の推進に向けた支援を行う
　　　　　◆放課後児童クラブの高学年児童の受入れや開設時間の延長、長期休暇期間の開設などを促進する
	２　これまでの取組状況


　放課後児童クラブを整備する市町村に対して補助金を交付した。（H21:9市町、16クラブ）
	３　これまでの取組に対する評価


　放課後児童クラブに対するニーズは高く、新規開設、大規模クラブの分割を図り、受入校区の増加や待機児童の減少、適正人数（40人以下）における運営を推進した。
	決定額の考え方


	要求額の財源内訳（単位：千円）


	区　分
	事業費
	財　　　　源　　　　内　　　　訳

	
	
	国　庫
支出金
	分担金

負担金
	使用料

手数料
	財　産収　入
	寄付金
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	県　債
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	前年度

予算額
	2,678
	1,339
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1,339

	要求額
	48,874
	24,437
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	24,437
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